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はじめに

• TRGの目的は次のとおり

o IFRS第17号の導入から生じる潜在的な利害関係者の課題についての議論と分析を行う。

o 利害関係者がIFRS第17号の新しい要求事項に関する情報を得る公共の場を提供する。

o IFRS第17号の導入を支援するために、明確化やその他ガイダンスの提供といった追加
的な措置が必要かどうかに関し、IASBの判断を支援する。

• 今回はTRGに提出された論点を議論する最初の会議であり、以下を含む多くの分野を扱っ
た。

o 契約の境界線の要求事項の異なった適用

o 将来予想される更新に係る保険獲得コストの処理

o 複数のカバーのある保険契約の会計処理

o CSMカバー単位の定義
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背景

単一の保険契約の保険要素の分離

• IFRS第17号は、デリバティブ、投資要素および別個の財または非保険サービスを分離
する要求事項を規定している。次に、主契約である保険契約の残りのすべての構成要素
にIFRS 第17号が適用され、当基準における最下位レベルの会計単位を形成する。

• また、IFRS第17号は、同一または関連している相手方との一組のまたは一連の保険契約
が、1つの全体的な商業的効果を達成するか、または達成するように設計されている場合
に結合する要求事項を規定している。

• 企業は複数の保険カバー契約を分割して異なるグループに含めることが容認または要求
されるかという疑問が生じている。

• TRGに提出された論点では、再保険契約の構成要素を分割し、それらを別個の保有する
再保険契約として会計処理することが可能か、あるいは要求されるかについても質問さ
れた。

質問：IFRS第17号は、単一契約の保険要素を測定の目的のために分離することを容認
しているか。
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議論の概要

単一の保険契約の保険要素の分離

• IASBスタッフは、一般的には、分離が完了した後の契約がIFRS第17号の最下位の会計
単位となることを強調した。

• 多くのTRGメンバーはスタッフの見解に同意したが、単一の法律上の契約が基礎となる経
済的実質を反映していない状況があるかもしれないと指摘した。

• IASBスタッフは、異なる複数の保険カバーを単一の法律上の保険契約に結合するだけで
は、契約上の権利および義務の実質が反映されていないと結論づけるには十分ではないこ
とに留意した。

• 法律上の契約に含まれる複数の保険要素を分離することは、会計方針の選択ではない。し
かし、形式より実質を優先するIFRS概念フレームワークの包括的な原則は、IFRS第17号
を含むすべての基準書に係る、IFRSのすべての要求事項の解釈に関するガイダンスの重
要な一部として有効である。
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議論の概要 (続き)

単一の保険契約の保険要素の分離

• 議論では、契約の形式より実質が優先する場合を判断するためにスタッフが考慮する事項
のいくつかの例に焦点が当てられた。

o 単一の契約に含まれる複数の保険要素の間のキャッシュ・フローの相互依存性の有無

o 異なる構成要素が、別々に失効することができるか。すべての場合に同時に失効する場
合は、単一の分離不能な契約であることを示唆している。

o 異なる構成要素が、独立した契約として企業により個別に販売されているか。複数のカ
バーが結合された契約の一部としてのみ販売されている場合は、単一の契約であること
を示唆している。

o 異なる構成要素が、類似のリスクを有する項目のプールで別個に管理されているか。複
数の異なるカバーが一緒に管理されている場合は、単一の契約であることを示唆してい
る。
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企業が特定の保険契約者のリスクを完全に反映する価格または給付水準を設定できる能力を
有する場合、契約の境界線が設定される。

年次で価格改定される契約の境界線
契約の境界線に係る要求事項のまとめ

34項 (a)

34項 (b)(i)

34項 (b)(ii)

履行義務に対して保険料
の支払を保険契約者に強
制することができるか?

企業が特定の保険契約者のリスク
を完全に反映して、特定の保険契
約者のリスクを価格改定する実質

上の能力を有しているか？

企業が保険契約のポートフォリオのリ
スクを完全に反映して、当保険契約

ポートフォリオのリスクを再評価する
実質上の能力を有しているか？

再評価日までのカバーに対する
保険料が、再評価日後の期間の

リスクを反映しているか？

契約の境界線を
適用しない

契約の境界線が
適用される

契約の境界線を適
用しない

契約の境界線を
適用しない

契約の境界線が
適用される

Yes No

No

No

No

Yes

Yes

Yes
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年次で価格改定される契約の境界線

一定の保険契約は、契約者に、個々の保険契約者レベルではなく、ポートフォリオで決定さ
れた価格で契約の年次更新を保証する価格改定メカニズムを有している。契約には、特定の
保険契約者のリスクが、発行日時点でのみ反映されている。

契約の例 契約の特徴

A. 保険料逓増保険
契約

• 個々の保険契約者の追加査定無しに年次の更新が保証されている
• 保険料は、逓増保険料額表を用いて各年齢ごとに決定されており、当該表に基
づいて毎年増加する

• 当該表は、契約の潜在的将来存続期間にわたるキャッシュ・フロー予測に基づ
いて作成されている

• ポートフォリオ・レベルの年次の価格改定では、当該表が置き換えられる

B. 上記と類似の保
険要素と結合し
たユニット・リ
ンク投資要素

• 例Aに類似した特徴を有する保険要素がある
• 逓増保険料額表を使用して、ポートフォリオ・レベルの保険手数料が年次改定
される

• ユニット・リンク要素は、常に基礎となる項目の公正価値に基づいて価格設定
される

• 契約は、逓増保険料額表の見直しにより、ポートフォリオ・レベルで年次で価
格改定される場合がある

質問：特にIFRS第17号34項(b)に応じる場合、年次価格改定メカニズムを有する保険契約の契約の境
界線は、1年またはそれ以上か。

背景
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議論の概要

年次で価格改定される契約の境界線

• 契約の境界線の決定に関するペーパーについて、特に34項 (b)に記載されている、関連す
るリスクの種類に関しては、異なる見解が見られた。

• スタッフは、年次価格改定メカニズムを有する保険契約の更新条件から生じるキャッ
シュ・フローは、新契約者がその時点で同じ価格を受け取る場合には、契約の境界線に含
めるべきではないというペーパーの分析を確認した。

• 多数のTRGメンバーは、個人の病状の進展を明らかにすることなく、年間保険料額表で保
障を更新することができる場合、既存の保険契約者は実質的な便益が付与されていること
に留意した。

• 企業は、保険料額表の年齢別に滑らかに逓増する保険料額において、1年を超えたリスク
を考慮している。

• スタッフは、34項(b)の適用に際しては、企業は価格設定で考慮されるすべてのリスクで
はなく、保険契約者のリスクのみ考慮すべきことに留意した。

• 保険契約者のリスクには、保険契約者が保険会社に移転することができる保険リスクおよ
び金融リスクのみが含まれ、契約者行動に関連するリスク (すなわち、契約により生じる
失効リスクまたは費用リスク) を除外する。
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背景

最初の契約引受時に支払われる保険獲得キャッシュ・フロー

• IFRS第17号27項は、企業が、発行した保険契約グループの認識より前に当該グループに
関連する保険獲得コストに係る資産または負債を認識することがあると記載している。

• 「保険獲得キャッシュ・フロー」とは、 保険契約グループの販売、引受けおよび開始の
コストにより生じるキャッシュ・フローのうち、当該グループが属する保険契約ポートフ
ォリオに直接起因するものである。

• 獲得コストは、最初の引受契約について無条件に支払われる手数料を含み、将来契約の更
新が予想される保険契約者を確保した保険仲介者への報酬として算定されることがある。

• 更新される契約は、当初の契約の境界線の外の新契約である。

• これらの手数料は、最初の契約グループにのみ配分されるのか、または更新される契約が
含まれるグループにも配分されるのか、という疑問がある。

質問：契約の境界線の外で契約更新の発生が予想され、かつその更新を予想して新契約を
引き受ける場合、最初の契約引受時に無条件に支払われる保険獲得キャッシュ・フロー
（CF）はどのように会計処理すべきか。
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背景 (続き)

最初の契約引受時に支払われる保険獲得キャッシュ・フロー

以下の見解がTRGに提出された。

見解A
• 発生した保険獲得キャッシュ・フローは、その時点で存在する契約グループに配分される
べきである。

• 更新契約が帰属する将来のグループは、手数料の配分において考慮されない。

• 更新契約と最初の引受契約が同じ年度に存在する場合、別個のグループとして扱われる。

見解B
• 手数料は、最初に認識された契約グループと、更新契約が将来帰属すると予想されるグル
ープの両方に関連する。

• したがって、将来のグループに配分される手数料の一部は資産として認識される。

• 更新契約と最初の引受契約が同じ年度に存在する場合、別個のグループとして扱われる。

見解C
• IFRS第17号の集約レベルの要求事項の解釈を除き見解Aと同様である。すなわち、更新
契約と最初の引受契約が同じ年度に存在する場合、一つのグループとして扱われる。

• 最初の契約引受時に発生した手数料の一部は、同じ年度の更新契約に配分される。
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議論の概要

最初の契約引受時に支払われる保険獲得キャッシュ・フロー

• スタッフの見解では、個別に獲得されたそれぞれの契約のために支払われた払戻し不能の
手数料は、新たに引受契約したグループのみに直接に起因する。

• 全体として、多くのTRGメンバーは、アジェンダペーパーに示された事例に係るスタッフ
の見解に同意したが、最初の契約で不利となり、その後の更新で収益性が高くなる場合に
は、その他の条件が同一であれば、すべてを類似の収益性を有する契約グループとして報
告するよりも、経済的な実質を描写しないと感じた。

• IFRS第17号27項にある 「発行した契約」 は、 「保有している契約」 と区別するため
に使用されることが明確化された。これは獲得キャッシュ・フローの発生した時点までに、
既に契約が発行されていたことを意味していない。



Deloitte IFRS Insurance Webcast – 14 Feb 2018 13© 2018. For information, contact Deloitte China and Deloitte Touche Tohmatsu LLC

公正価値による経過措置を使用した場合の保険獲得キャッ
シュ・フロー

• C5項は、企業が保険契約グループにIFRS第17号を完全に遡及的に適用することが実
務上不可能である場合に、公正価値アプローチを適用することができると述べている。

• IFRS第17号は、保険獲得キャッシュ・フローを各グループに配分することを要求して
おり、この配分によってグループのCSMは減少する。

• 当期に認識された保険収益および保険サービス費用は、保険獲得キャッシュ・フローに
関連する符号が反対の同じ金額を含んでおり、認識された保険サービス損益には影響し
ない。

質問： 移行日以前に発生した保険獲得キャッシュ・フローは、IFRS第17号B121
項(b)およびB125を参照して、経過措置に公正価値アプローチを適用する場合、移
行日以降の報告期間において収益および費用として認識されるか。

背景
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公正価値による経過措置を使用した場合の保険獲得キャッ
シュ・フロー

• IASBスタッフは、経過措置における公正価値アプローチの適用は、将来キャッシュ・
フローの予想のみを反映し、過去の保険獲得キャッシュ・フローを含め、過去のキャッ
シュ・フローは反映しないことを強調した。

• 移行日前に発生した保険獲得キャッシュ・フローは、CSMの測定には含まれておらず
、移行日後の報告期間において収益および費用として認識してはならない。

• TRGメンバーはIASBスタッフの見解に同意した。

議論の概要
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カバー単位を識別するための給付の量の決定

• B119 項(a)は、グループのカバー単位を、グループに含まれる契約が提供するカバーの量
と定義しており、各契約について、提供される給付の量とカバーの予想存続期間を考慮し
て決定される。

• ぺーパーでは、給付の量を決定する以下の要素が識別されている。

o グループに含まれる契約が提供するカバー水準の複数の期間わたる変動性

o 確率が契約の予想存続期間に影響する場合の保険事故の発生確率

o 確率がある期間に請求されると予想される金額に影響する場合の保険事故の発生確率

• 利益の認識パターンは、カバー期間全体にわたって提供されるサービスを反映し、保険金請
求が発生する時点だけを反映するのではない。

質問：カバー単位はどのように決定されるか?

背景
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カバー単位を識別するための給付の量の決定

• スタッフは、IFRS第17号の原則では、給付の量の決定には、複数の期間にわたりカバー
の異なる水準が含まれなくてはならないと主張した。保険契約者に提供される給付が大き
いほど、カバー単位は大きくなる。

• TRGの議論では、カバーの最大水準を使用すること対する懸念と、「可能性のある有効な
保険金請求」 の概念に関する説明の必要性が強調された。

• 投資要素を有する保険契約に関連する質問が今後の会議で議論される予定であることから
、TRGの議論の整合性を確保するために、カバー単位に関するすべての議論を延期するこ
とが決定された。

• スタッフは、TRGメンバーに対し、2月末までにペーパーの事例についてコメントを提出
するよう奨励した。

議論の概要
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保有している再保険契約の境界線

• IFRS第17条33項では、保険契約グループに含まれる各契約の境界線内のすべての将来キ
ャッシュ・フローが当該グループの測定に含まれなければならないとしているが、34項
では、契約および実質的な義務が終了する時点で境界線を設定している。

• ペーパーは保有している再保険契約に関して34項で定める要件の実務上の適用に係るもの
であり、再保険特有の三つの要素に焦点を当てている。

o IFRS第17号34項と類似した権利の行使および義務の負担のための再保険者の能力

o カバーを終了する再保険者の権利

o 再保険契約の保有者の権利および義務（時折出再者と呼ばれる）

• 保有している再保険契約の境界線内のキャッシュ・フローは、出再者の実質的な権利と義
務から生じる。

• 出再者の実質的な権利は再保険者からサービスを受領することであり、実質的な義務は再
保険者に金額を支払うことである

質問：保有している再保険契約に係る保険契約の境界線に関して、IFRS第17号34項を
どのように解釈するか。

背景
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保有している再保険契約の境界線

• 再保険者が、将来発行される基礎となる契約から移転されるリスクを再評価しない場合、
将来の発行が予想される、再保険契約でカバーされる基礎となる契約は、契約の境界線に
含められるかもしれない。

• 62項の比例的なカバーを提供する再保険契約に係る特別な修正は、当初認識が関係する
場合に限り適用される。

• 履行キャッシュ・フローの測定は、63項に従って、発行した基礎となる保険契約と首尾一
貫した仮定を反映するが、基礎となる契約が存在する場合に限られる。

• 再保険契約の対象となる、将来の予想された基礎となる保険契約から生じる履行キャッ
シュ・フローを含めることは、CSMに影響を与える。

• 保有している再保険契約グループのCSMをアンロックし、将来キャッシュ・フローの変
動の測定に使用する割引率とは異なる割引率をCSMの調整の計算に使用することは、事後
測定において、資産または負債を生じさせる。

• TRGメンバーはIASBスタッフの見解に同意したが、重大な業務上の影響に留意した。

議論の概要
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提出されたその他の質問の報告

• スタッフ・ペーパーに含まれるすべての論点について、TRGメンバーからのコメントが促
されたわけではない。

• 追加的な導入支援のため、スタッフは今後以下の項目について教育文書の公表を検討する
予定である。

o S04-決済期間に獲得した契約の事後の会計処理

o S09-報告期間末日時点におけるCSMのカバー単位への配分

o S17-保有している再保険契約およびその基礎となる保険契約の測定の首尾一貫した仮定
の使用

o S20-修正遡及アプローチを使用した場合の契約のグルーピング

o S23-受領した保険料と保険料配分アプローチの適用

o S26-基礎となる項目の償却原価測定学に基づいてリターンが共有される場合の変動手数
料アプローチ

• 以下のペーパーはTRG以外のプロセスで検討される

o S06-企業結合と経過措置-分類の実施日

o S16-保有している再保険契約のCSMの調整に使用される割引率

議論の背景と概要
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次のステップ

IASB
• IASBは、2月22日の会議において、TRGに関する公開報告を受ける予定である。会議の
成果に関する概要は2月13日に公表されている。

• 次回のTRG会議は、2018年5月2日にロンドンのIASB事務所で開催される予定である。

• IFRS第17号のカバー単位は解釈に係る重要な事項あり、5月に再度議論される予定である

Deloitte
• IFRS in Focus–IFRS17 TRG Meeting 2018年2月6日が発行された。IAS Plus参照。

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/trg-
insurance-meeting

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2018/trg-insurance-meeting
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コンタクトの詳細
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